
宮崎市会計年度任用職員募集要項

１ 募 集 職 種 職員カウンセラー

２ 募 集 人 員 １名

３ 職 務 内 容

（１）職員のメンタルヘルスケアに関する業務

（２）職員のハラスメントに関する業務

（３）その他、人事課長が必要と認める業務

４ 勤 務 場 所 宮崎市人事課衛生管理室

５ 報 酬

基本報酬月額 140,376 円 から 143,117 円

（職歴等により別途算定される場合があります。また、通勤手当、期

末手当等の諸手当が支給要件に応じて支給されます。期末手当の支給

月数は、年 2.4 月分です。ただし、初年度は年 1.56 月分となります。）

通勤手当上限：55,000 円

６ 応募資格等

産業カウンセラーの有資格者で、国または地方自治体（公営企業を含

む）その他企業等で、カウンセラーとして、次のいずれかの実務経験

がある人（月平均１日以上で１日おおむね２時間以上とし、「業務委

託」等を含む）

（１）国または地方自治体（公営企業等を含む）で、同一自治体で

連続２年以上

（２）国または地方自治体（公営企業等を含む）で、通算３年以上

（３）通算５年以上

７ 応 募 方 法

令和５年２月１７日（金）から令和５年２月２８日（火）までに、

指定の申込用紙または市販の履歴書に写真を添付し、必要事項（応募

資格を満たす実務経験を必ず記載）を記入の上、産業カウンセラーの

有資格を確認できる書類（資格登録証の写し等）を添えて、宮崎市総

務部人事課 衛生管理室に持参または郵送で提出してください。

なお、市から申し込みが完了した旨のお知らせは行いません。

持参のときの受付時間は午前９時から午後５時まで（土、日を除く）。

郵送のときは必着。

８ 選 考 方 法 それぞれ面接日を指定し、個別面接を実施します。（３月上中旬予定）

９ 合 格 発 表 令和５年３月下旬までに本人宛郵送で通知します。



１０ 勤務条件等

（１）任用期間：令和５年４月１日から１年間とし、勤務状況により

２回まで再度任用する場合があります。

※その場合、最長３年の勤務となります。

なお、任用後１ヶ月間は条件付採用期間です。

（２）勤務形態：月曜日から金曜日までの間において、１月につき

１２日とします。また、１月につき７２時間とし、１日当たり６時間

とします（休憩時間は正午から午後１時まで）。

（３）休暇：年次有給休暇あり

（４）社会保険：なし（健康保険、厚生年金、雇用保険）

１１ 欠 格 要 件

（１）禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わるまで又はその

執行を受けることがなくなるまでの人

（２）宮崎市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２

年を経過しない人

（３）日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成

立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結

成し、又はこれに加入した人

１２ 問い合わせ先

宮崎市総務部人事課衛生管理室

所在地：〒880-8505 宮崎市橘通西一丁目１番１号

電話番号：0985－44－2934

担当： 有馬


